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市の職員給与と職員数

人件費の状況

特別職の報酬など

職員数の適正化

一般行政職の給与など

●歳出総額と人件費（平成26年度決算）

●人件費の内訳（平成27年度当初予算）

●平均年齢と平均給料月額

　市では「いわき市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」などに基
づき、職員の任免や職員数、給与などを公表することとしています。今月号
では、市職員の給与と、職員数の適正化などについてお知らせします。

　市職員の給与は、国やほかの地方公共団体の
職員給与、民間事業所の従業員給与との釣り合
いなどを考慮して定めています。

　市ではこれまで、事務事業の見直しや民間委
託などを積極的に進め、職員数の適正化に取り
組んできたところです。
　平成22年度に策定した新・市総合計画後期基
本計画では、平成23年度から平成27年度までの
５年間で、職員190人（平成22年４月１日現在
の職員数の約５％）の削減を目標としており、
平成27年４月１日現在で、目標を上回る240人を
削減しました。
　今後も引き続き、本市の復興を迅速かつ着実
に推進するため、限られた職員を最大限に活用
するとともに、職員配置の工夫や多様な任用形
態の活用などを図りながら、職員数の適正化に
努めていきます。

（平成27年12月１日現在）

（平成27年４月１日現在） ●職員数の推移（各年４月１日現在）

●初任給（平成27年４月１日現在）

●職員手当（平成27年12月１日現在）

2,074.6

（単位：億円）

（単位：億円）

歳出総額
人件費

※（　）は平成22年度との差

※平成27年度の職員数の目標は3,548人。

給料
85.4

※退職手当は除く。

※そのほか、扶養手当や住居手当、通勤手当、特殊勤務手
　当、超過勤務手当などがあります。

総額132.8
期末・
勤勉手当
30.9

その他
の手当
16.5

平均年齢

大学卒 高校卒

区　分 給料・報酬の月額 期末手当
市　長
副市長
議　長
副議長
議　員

1,089,000円
891,000円
700,000円
660,000円
630,000円

3.05月分

平均給料月額

期末・勤勉手当 退職手当（最高限度額）

40歳８カ月
319,900円

4.05月分 49.59月分

179,300円 146,300円

給料

報酬

●お問い合わせ
・職員の給与に関すること　
　職員課給与係　☎22－1128
・職員数の適正化に関すること　
　総務課行政管理係　☎22－7407
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27

3,630（△108）

3,556（△182）

26 3,545（△193）

3,498（△240）

3,738

3,593（△145）
※平成23年度の職員数は６月１日現在。
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▼
申
告
期
間
　
２
月
１
日
㈪
〜

　
３
月
15
日
㈫
（
土
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
）

▼
対
象

①
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先

　
か
ら
市
に
提
出
さ
れ
て
い
な

　
い
方

②
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た

　
方

③
二
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

　
払
い
を
受
け
た
方

④
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど

　
の
所
得
が
あ
る
方

⑤
雑
損
・
医
療
費
・
生
命
保
険

　
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
控

　
除
を
受
け
る
方

⑥
平
成
二
十
七
年
中
に
所
得
が

　
な
か
っ
た
方

⑦
非
課
税
所
得
（
障
害
・
遺
族

　
年
金
、
雇
用
保
険
、
児
童
扶

　
養
手
当
な
ど
）
が
あ
っ
た
方

※

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

　
四
百
万
円
以
下
で
あ
り
、
か

　
つ
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得

　
が
二
十
万
円
以
下
の
方
で
、

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

　
必
要
が
な
い
方
で
も
、
控
除

　
を
受
け
た
い
場
合
に
は
、
市

　
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な

　
り
ま
す
。

※

確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
市

　
県
民
税
の
申
告
は
不
要
で
す
。

※

申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
、
税

　
務
署
が
開
設
す
る
確
定
申
告

　
書
作
成
会
場
に
案
内
す
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
　
健
康
保

　
険
・
年
金
・
医
療
費
等
の
領

　
収
書
や
、
各
種
控
除
証
明
書
、

　
印
鑑
な
ど

①
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者

　
＝
源
泉
徴
収
票
な
ど

②
自
営
業
や
農
家
の
方
＝
収
入

　
金
額
や
必
要
経
費
を
記
入
し

　
た
帳
簿
な
ど

※

事
業
所
得
に
係
る
収
支
、
年

　
間
の
医
療
費
な
ど
は
、
あ
ら

　
か
じ
め
整
理
・
計
算
し
て
お

　
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
方
法
　
市
県
民
税
申
告

　
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　
一
月
八
日
付
の
お
知
ら
せ
回

　
覧
文
書
で
指
定
す
る
日
時
・

　
会
場
で
申
告

※

申
告
期
間
中
、
市
民
税
課
で

　
は
郵
送
の
申
告
書
の
み
受
け

　
付
け
て
い
ま
す
。

○
確
定
申
告
を
す
る
方
へ

　
確
定
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
申
告
書

を
作
成
す
る
と
、
税
金
が
自
動

計
算
さ
れ
る
な
ど
、
申
告
す
る

方
の
負
担
が
軽
減
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
期
間

・
所
得
税
＝
２
月
15
日
㈪
〜
３

　
月
15
日
㈫

・
消
費
税
＝
２
月
15
日
㈪
〜
３

　
月
31
日
㈭

○
申
告
書
作
成
会
場
を
開
設

　
申
告
書
の
受
け
付
け
や
記
載

方
法
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

い
ま
す
。

▼
開
設
期
間
　
２
月
１
日
㈪
〜

　
３
月
15
日
㈫
　
９
時
〜
16
時

▼
と
こ
ろ
　
イ
オ
ン
い
わ
き
店

※

開
設
期
間
中
は
、
い
わ
き
税

　
務
署
内
に
は
申
告
書
作
成
会

　
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

老齢者の障害者控除のお知らせ

　65歳以上の方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者福祉手帳のいずれかをお持ちでなくても、要介護認
定（要支援認定を除く）を受けている方などのうち、障
がい者に準ずるとして市の認定を受けた方は、所得税や
市県民税の障害者控除を受けることができます。　
※認定の申請は、各地区保健福祉センター窓口で。

長寿介護課介護認定係　☎22－7475
個人住民税の特別徴収を実施

　平成28年度から、給与を支払う事業者を個人
住民税の特別徴収義務者として、一斉に指定し
ます。事業者が、従業員に支払う給与から毎月
個人住民税を差し引きし、従業員に代わって市
に納入する制度となりますので、理解と協力を
お願いします。

市民税課　☎22－7426･7427

市
県
民
税
の
申
告
相
談
受
け
付
け
を
開
始

い
わ
き
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

市
県
民
税
の

申
告
相
談
受
け
付
け

いわき駅

←内郷

小名浜↓

●
コンビニ

●
コンビニ●スーパー

●電器店

おもちゃ店●

銀行

●ホーム
　センター

●
●
紳士服店

●
電器店●

●酒店●NHK

四倉→平消防署●
駅
前
大
通
り

国 道 ６ 号

税務署

会場
イオンいわき店
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・
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